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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテナ結束装置において、
　ベース部、前記ベース部の上部面で上部方向に突出形成された突出部、及び前記ベース
部及び前記突出部を上下方向に貫通して形成された貫通孔を含むハウジングと、
　前記ハウジングの貫通孔に回転可能に挿入された連結部と、
　前記連結部の上部に位置し、上端に位置する第１コンテナの下部角金に挿入される上部
コーンと、
　前記連結部の下部に位置し、下端に位置する第２コンテナの上部角金に挿入される下部
コーンと、
　前記下部角金または上部角金内側に挿入され、前記上部コーンまたは下部コーンの回転
を防止する締結固定部を含み、
　前記締結固定部は、所定の面積を有する前面板を含み、
　前記上部コーンまたは下部コーンがロック状態になっている場合、前記前面板が前記上
部コーンまたは下部コーンの一側面と所定の間隔を維持するように配置されることによっ
て、前記上部コーンまたは下部コーンの回転を防止するコンテナ結束装置。
【請求項２】
　前記ベース部の上部は、前記第１コンテナの下部角金に挿入され、前記ベース部の下部
は、前記第２コンテナの上部角金に挿入される請求項１に記載のコンテナ結束装置。
【請求項３】
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　前記ベース部は、上部の角及び下部の角に沿って面取りされた請求項１に記載のコンテ
ナ結束装置。
【請求項４】
　前記上部コーンは、
　端部に上部方向に突出形成された上部突出部を含み、
　前記下部コーンは、
　端部に下部方向に突出形成された下部突出部を含む請求項１に記載のコンテナ結束装置
。
【請求項５】
　前記連結部の周面に位置する回転係止部と、
　前記回転係止部が挿入され、前記突出部の周面に沿って形成された回転係止溝とを含む
請求項１に記載のコンテナ結束装置。
【請求項６】
　前記締結固定部は、
　前記前面板の両端部でそれぞれ延長形成され、内側方向に折り曲げて形成された第１傾
斜板及び第２傾斜板と、
　前記第１傾斜板で延長形成され、内側方向に前記前面板と平行に折り曲げて形成された
第１後面板と、
　前記第２傾斜板で延長形成され、内側方向に前記前面板と平行に折り曲げて形成された
第２後面板と、
　前記第１後面板及び第２後面板の外側面にそれぞれ位置し、外側方向に折り曲げて形成
された折り曲げ固定部とを含み、
　前記締結固定部は、前記後面板から前記前面板にいくほど幅が狭くなるように形成され
る請求項１に記載のコンテナ結束装置。
【請求項７】
　前記第１後面板及び第２後面板は、端部が外側方向に折り曲げて形成されたグリップ部
を含む請求項６に記載のコンテナ結束装置。
【請求項８】
　前記締結固定部は、下記の［数式１］を満たす請求項６に記載のコンテナ結束装置。
　［数式１］
　　Ｂ＜Ｌ≦Ａ
　Ｌ：前面板から後面板までの距離
　Ａ：ロック位置に回転された上部コーンまたは下部コーンから上部角金または下部角金
の内側面までの距離
　Ｂ：解除位置に回転された上部コーンまたは下部コーンから上部角金または下部角金の
内側面までの距離
【請求項９】
　前記締結固定部は、下記の［数式２］を満たす請求項６に記載のコンテナ結束装置。
　［数式２］
　　Ｃ≦Ｍ＜（Ｃ＋Ｄ）
　Ｍ：折り曲げ固定部の一側端部から折り曲げられた部分までの距離
　Ｃ：上部角金または下部角金の前面孔の厚さ
　Ｄ：ロック位置に回転された上部コーンまたは下部コーンと、解除位置に回転された上
部コーンまたは下部コーンから上部角金または下部角金の前面部内側面までの距離の差異
【請求項１０】
　前記上部コーンは、
　端部に上部方向に突出形成された上部突出部を含み、
　前記締結固定部は、
　前記前面板に結合され、「コ」字状で形成され、前記上部コーンの上部突出部に挿入さ
れ、前記上部コーンの上部に下部面が接触されるコーン架け部をさらに含む請求項６に記
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載のコンテナ結束装置。
【請求項１１】
　前記締結固定部は、
　前記前面板に結合され、「コ」字状で形成され、前記上部コーンまたは下部コーンが挿
入されるコーン挿入部をさらに含む請求項６に記載のコンテナ結束装置。
【請求項１２】
　前記締結固定部は、コンテナと異なる色で塗装する請求項１に記載のコンテナ結束装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、コンテナ結束装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、コンテナは、四隅のビームを支柱として設置し、この支柱間の六面、つまり
、前・後・左・右・上・下面に一定面積のパネルを溶接またはリベットなどのような締結
手段で相互に締結組み立てて内部に空間を形成する。
【０００３】
　コンテナは、各角に角金が位置する。このような角金は、コンテナを所定位置に移動す
る際に、コンテナ運搬装備に締結するのに利用されるだけでなく、隣接して配置されたコ
ンテナを相互固定する時も利用される。
【０００４】
　また、多数のコンテナを保管したり船舶などに運送する場合、コンテナは、上下方向に
多段に積んで積載する。この時、船舶の揺れまたは外部の衝撃に対してコンテナが崩れな
いように、各角金にコンテナ結束装置を利用して上下に配置されたコンテナを固定させる
。
【０００５】
　従来のコンテナ結束装置は、各コンテナの角金間に本体が位置し、本体に連結された上
部及び下部締結部が上段コンテナの下部角金と下段コンテナの上部角金にそれぞれ挿入固
定されて、上段コンテナと下段コンテナとを連結固定することができる。
【０００６】
　これにより、複数のコンテナを上下に積層させて保管または船舶や列車により運送する
際に、従来のコンテナ結束装置を使用する場合、各コンテナ間に結束装置本体が位置して
、不要な空間が所要されるという問題点があった。
【０００７】
　また、貨物のない空のコンテナの運送及び保管の効率性を向上するために使用される折
り畳み式コンテナの場合、複数の折れた折り畳み式コンテナを一つの束単位に作り、運送
及び保管する際に不要な空間が生じてはならない。
【０００８】
　そして、複数のコンテナが従来のコンテナ結束装置によって積層されている時、コンテ
ナ結束装置が確実に締結されたか否かを視覚的に確認し難く、安全事故の危険に曝されて
いる。
【０００９】
　また、従来のコンテナ結束装置は、保管及び運送中の小さな衝撃にも締結ロック装置が
外れる可能性があり、コンテナ運送及び保管時にこれに対する格別な注意が要求された。
【００１０】
　これと関連して、特許文献１では、コンテナ間に位置するケース、ケースに回転可能に
挿入通過した軸、軸の上端に設置され、上段コンテナの下部コーナーキャスティング内に
挿入される上側コーン、軸の下端に設置され、下段コンテナの上部コーナーキャスティン
グ内に挿入される下側コーン、手動操作によって軸を１回転方向に回転させる軸回転操作
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手段、軸を復帰回転させる復帰スプリング、及び手動操作によって軸を所定の回転位置に
停止させる軸回転停止手段が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】大韓民国公開特許第１０－２０１０－００９０７１５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本願は、前述した従来技術の問題点を解決するためのもので、コンテナ積層の際に、空
間活用に非常に優れ、外部の衝撃にも締結状態を維持し、外部で視覚的に締結状態が確認
できるコンテナ結束装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の技術的課題を達成するための技術的手段として、本願の一側面によるコンテナ結
束装置は、ベース部、前記ベース部の上部面で上部方向に突出形成された突出部、及び前
記ベース部及び前記突出部を上下方向に貫通して形成された貫通孔を含むハウジングと、
前記ハウジングの貫通孔に回転可能に挿入された連結部と、前記連結部の上部に位置し、
上端に位置する第１コンテナの下部角金に挿入される上部コーンと、前記連結部の下部に
位置し、下端に位置する第２コンテナの上部角金に挿入される下部コーンとを含む。
【発明の効果】
【００１４】
　前述した本願の課題解決手段によると、コンテナ結束装置がコンテナの角金に形成され
た孔に完全に挿入固定されて、コンテナと上下に隣接したコンテナ間に結束装置による空
間が形成されず、空間活用を極大化することができる。
【００１５】
　そして、使用者が締結固定部を使用してコンテナと締結装置に加わる衝撃にも、より安
全にコンテナの締結状態を維持することができ、コンテナの締結状態を遠距離で視覚的に
確認することができ、安全事故を未然に防止することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】コンテナの斜視図である。
【図２】折り畳み式コンテナに利用される本発明の一実施例によるコンテナ結束装置を説
明するための図面である。
【図３】図２のＡの拡大図である。
【図４】本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の斜視図である。
【図５】本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の分解斜視図である。
【図６】本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の結合例示図である。
【図７】本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の正面図及び側面図である。
【図８】本発明の一実施例によるコンテナ結束装置がコンテナの角金に挿入された状態を
示す正面図及び側面図である。
【図９】本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の作動例示図である。
【図１０】本発明の第１実施例による締結固定部の斜視図である。
【図１１】本発明の第１実施例による締結固定部及びコンテナ結束装置の結合例示図であ
る。
【図１２】本発明の第１実施例による締結固定部の作動例示図である。
【図１３】本発明の第１実施例による締結固定部のサイズを限定するための図面である。
【図１４】本発明の第２実施例による締結固定部の斜視図である。
【図１５】本発明の第２実施例による締結固定部及びコンテナ結束装置の結合例示図であ
る。
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【図１６】本発明の第３実施例による締結固定部の斜視図である。
【図１７】本発明の第３実施例による締結固定部及びコンテナ結束装置の結合例示図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下では、添付の図面を参照して本願が属する技術分野で通常の知識を持った者が容易
に実施することができるように、本願の実施例を詳しく説明する。しかし、本願は、様々
な異なる形態で具現されることができ、ここで説明する実施例に限定されない。そして、
図面で本願を明確に説明するために、説明と関係ない部分は省略し、明細書全体を通じて
類似した部分については類似した図面符号をつけた。
【００１８】
　本願明細書全体において、ある部分が他の部分と「連結」されているとすると、これは
「直接的に連結」されている場合だけでなく、その中間に他の素子を挟んで「電気的に連
結」されている場合も含む。
【００１９】
　本願明細書全体において、ある部材が他の部材「上に」位置しているとすると、これは
、ある部材が他の部材に接している場合だけでなく、二つの部材間にまた他の部材が存在
する場合も含む。
【００２０】
　本願明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」とすると、これは、特に
反対の記載がない限り、他の構成要素を除外するのではなく、他の構成要素をさらに含む
ことができることを意味する。本願明細書全体で使用される程度の用語である「約」、「
実質的に」などは、言及された意味に固有の製造及び物質許容誤差が提示される時、その
数値で、またはその数値に近接した意味で使用され、本願の理解を助けるために、正確で
あるか絶対的な数値が言及された開示内容を非良心的な侵害者が不当に利用することを防
止するために使用される。本願明細書全体で使用される程度の用語である「～（する）段
階」または「～の段階」は、「～のための段階」を意味しない。
【００２１】
　本願は、コンテナ結束装置１００に関する。
【００２２】
　図１は、コンテナの斜視図であり、図２は、折り畳み式コンテナに利用される本発明の
一実施例によるコンテナ結束装置を説明するための図面であり、図３は、図２のＡの拡大
図であり、図４は、本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の斜視図であり、図５は、
本発明の一実施例によるコンテナ結束装置の分解斜視図であり、図６は、本発明の一実施
例によるコンテナ結束装置の結合例示図であり、図７は、本発明の一実施例によるコンテ
ナ結束装置の正面図及び側面図であり、図８は、本発明の一実施例によるコンテナ結束装
置がコンテナの角金に挿入された状態を示す正面図及び側面図であり、図９は、本発明の
一実施例によるコンテナ結束装置の作動例示図であり、図１０は、本発明の第１実施例に
よる締結固定部の斜視図であり、図１１は、本発明の第１実施例による締結固定部及びコ
ンテナ結束装置の結合例示図であり、図１２は、本発明の第１実施例による締結固定部の
作動例示図であり、図１３は、本発明の第１実施例による締結固定部のサイズを限定する
ための図面であり、図１４は、本発明の第２実施例による締結固定部の斜視図であり、図
１５は、本発明の第２実施例による締結固定部及びコンテナ結束装置の結合例示図であり
、図１６は、本発明の第３実施例による締結固定部の斜視図であり、図１７は、本発明の
第３実施例による締結固定部及びコンテナ結束装置の結合例示図である。
【００２３】
　先ず、図１を参照して、本願のコンテナ結束装置１００を説明するに先立ち、コンテナ
３００について説明する。
【００２４】
　コンテナ３００は、直方体状で製作され、下部パネル３０１、下部パネル３０１と平行
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に具備された上部パネル３０２、上部パネル３０２及び下部パネル３０１の長さ方向に沿
って上部パネル３０２及び下部パネル３０１に連結された側面パネル３０３、及び上部パ
ネル３０２及び下部パネル３０１の幅方向に沿って連結された前面パネル３０４及び後面
パネル３０５を含む。また、コンテナ３００は、各頂点に角金３０６、３０７が位置する
。
【００２５】
　角金３０６、３０７は、上部パネル３０２の頂点にそれぞれ位置する上部角金３０６及
び下部パネル３０１の頂点にそれぞれ位置する下部角金３０７を含む。
【００２６】
　このようなコンテナ３００を積層して保管または運搬する場合、コンテナ３００とコン
テナ３００を連結して外部の振動または衝撃によって崩れないよう固定する装置が必要で
ある。
【００２７】
　図２及び図３を参照すると、本願のコンテナ結束装置１００は、上端に位置する第１コ
ンテナ３１０（以下、「第１コンテナ３１０」という）の下部角金３１２及び下端に位置
する第２コンテナ３２０（以下、「第２コンテナ３２０」という）の上部角金３２１に挿
入されて、第１コンテナ３１０と第２コンテナ３２０とが互いに締結されることができる
。つまり、本願のコンテナ結束装置１００は、第１コンテナ３１０の下部パネルの頂点に
それぞれ位置する４個の下部角金３１２と、第２コンテナ３２０の上部パネルの頂点にそ
れぞれ位置する４個の上部角金３２１との間にそれぞれ位置し、第１コンテナ３１０と第
２コンテナ３２０とが互いに締結されることができる。即ち、第１コンテナ３１０及び第
２コンテナは、４個のコンテナ結束装置１００によって互いに結合することができる。
【００２８】
　また、本願のコンテナ結束装置１００は、図２に示すように、複数個の折り畳み式コン
テナが折れた状態で積層されて一束のバンドル形態で運送及び保管される場合、折れた折
り畳み式コンテナを互いに連結することができる。
【００２９】
　例示として、本願のコンテナ結束装置１００は、第１コンテナ３１０の下部角金３１２
に上部が挿入され、第２コンテナ３２０の上部角金３２１に下部が挿入されて、第１コン
テナ３１０と第２コンテナ３２０とを互いに結合することができる。
【００３０】
　また、本コンテナ結束装置１００は、折り畳み式コンテナが折れた状態で複数個が積層
されたコンテナを互いに結合して、一つの束状のバンドルにすることができる。例示とし
て、本コンテナ結束装置１００は、折れた状態の折り畳み式コンテナを結合して、折り畳
まれていないコンテナ一つの高さと、複数個が折り畳まれて束状になった折り畳み式コン
テナの全体高さとが類似するように作ることができる。
【００３１】
　また、本願のコンテナ結束装置１００は、締結固定部１５０をさらに含み、コンテナ結
束装置１００の上部コーン１３０及び下部コーン１４０が回転して締結が解除されること
を防止することができる。これに対する詳しい説明は後述する。
【００３２】
　以下で、図４～図８を参照して、本願の一実施例によるコンテナ結束装置１００（以下
、「本コンテナ結束装置１００」という）について詳しく説明する。
【００３３】
　図４及び図５を参照すると、本コンテナ結束装置１００は、板状に形成されたベース部
１１１、ベース部１１１の上部面で上部方向に突出形成された突出部１１２、及びベース
部１１１及び突出部１１２を上下方向に貫通して形成された貫通孔１１３を含むハウジン
グ１１０、ハウジング１１０の貫通孔１１３に回転可能に挿入された連結部１２０、連結
部１２０の上部に位置し、第１コンテナ３１０の下部角金３１２に挿入される上部コーン
１３０及び連結部１２０の下部に位置し、第２コンテナ３２０の上部角金３２１に挿入さ
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れる下部コーン１４０を含む。
【００３４】
　図６を参照すると、第２コンテナ３２０の上部角金３２１の上部面及び第１コンテナ３
１０の下部角金３１２の下部面には、本コンテナ結束装置１００が挿入可能にそれぞれ結
合孔１３１２、１３２１が穿孔されている。
【００３５】
　つまり、本コンテナ結束装置１００の上部コーン１３０及び突出部１１２は、第１コン
テナ３１０の下部角金３１２の結合孔１３１２に挿入され、下部コーン１４０は、第２コ
ンテナの３２０上部角金３２１の結合孔１３２１に挿入されることができる。そして、ベ
ース部１１１は、第２コンテナ３２０の上部角金３２１に挿入されて、第１コンテナ３１
０の下部角金３１２の内側まで延長して位置することができる。
【００３６】
　さらに詳しくは、図６を参照すると、第２コンテナ３２０の上部角金３２１は、本コン
テナ結束装置１００の下部に位置し、第１コンテナ３１０の下部角金３１２は、本コンテ
ナ結束装置１００の上部に位置することができる。
【００３７】
　また、上部角金３２１は、内部に所定の空間が形成され、上部パネル３０２と平行に形
成される上部面に結合孔１３２１が穿孔され、前面パネル３０４及び後面パネル３０５と
平行に形成される前面に前面孔２３２１が穿孔され、側面パネル３０３と平行に形成され
る側面に側面孔３３２１が穿孔されることができる。
【００３８】
　また、下部角金３１２は、内部に所定の空間が形成され、下部パネル３０１と平行に形
成される下部面に結合孔１３１２が穿孔され、前面パネル３０４及び後面パネル３０５と
平行に形成される前面に前面孔２３１２が穿孔され、側面パネル３０３と平行に形成され
る側面に側面孔３３１２が穿孔されることができる。
【００３９】
　上部角金３２１の上部面に形成された結合孔１３２１は、長さ方向の幅が幅方向の幅よ
り長く形成されることができる。また、下部コーン１４０の長さ方向の幅は、結合孔１３
２１の長さ方向の幅より小さく形成され、結合孔１３２１の幅方向の幅より長く形成され
ることができる。これにより、下部コーン１４０は、結合孔１３２１を通じて上部角金３
２１の内部に形成された空間に挿入して回転することにより、上部角金３２１に締結され
ることができる。
【００４０】
　また、下部コーン１４０は、下部方向にいくほど狭く形成され、上部角金３２１の結合
孔１３２１に円滑に挿入されることができる。
【００４１】
　下部角金３１２の下部面に形成された結合孔１３１２は、長さ方向の幅が幅方向の幅よ
り長く形成されることができる。また、上部コーン１３０の長さ方向の幅は、結合孔１３
１２の長さ方向の幅より小さく形成され、結合孔１３１２の幅方向の幅より長く形成され
ることができる。これにより、上部コーン１３０は、結合孔１３１２を通じて下部角金３
１２の内部に形成された空間に挿入して回転することにより、下部角金３２１に締結され
ることができる。
【００４２】
　また、上部コーン１３０は、上部方向にいくほど狭くなるように形成され、下部角金３
１２の結合孔１３１２に円滑に挿入されることができる。
【００４３】
　上述した長さ方向とは、図６の２時方向及び８時方向であることができ、幅方向とは、
図６の４時方向及び１０時方向であることができる。
【００４４】
　図８を参照すると、ベース部１１１の上部は、第１コンテナ３１０の下部角金３１２の
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結合孔１３１２に挿入され、ベース部１１１の下部は、第２コンテナ３２０の上部角金３
２１の結合孔１３２１に挿入して固定される。
【００４５】
　つまり、ベース部１１１は、第２コンテナ３２０の上部に第１コンテナ３１０が積層さ
れる場合、コンテナの角金３１２、３２１の結合孔１３１２、１３２１に完全に挿入され
ることができる。これにより、第２コンテナ３２０の上部角金３２１の上部面と第１コン
テナ３１０の下部角金３１２の下部面とが密着することができ、コンテナ間に空きがなく
コンテナを締結して空間活用を極大化することができる。
【００４６】
　また、ベース部１１１は、第１コンテナ３１０の下部角金３１２の結合孔１３１２及び
第２コンテナ３２０の上部角金３２１の結合孔１３２１に挿入されることにより、前後左
右方向にコンテナが移動することを防止し、強固にコンテナを締結することができるとい
う効果がある。
【００４７】
　図４～図５を参照すると、上部コーン１３０は、端部に上部方向に突出形成された上部
突出部１３１を含み、下部コーン１４０は、端部に下部方向に突出形成された下部突出部
１４１を含むことができる。
【００４８】
　例示として、上部突出部１３１は、上部面の平たい柱状であることができ、下部突出部
１４１は、下部面の平たい柱状であることができる。
【００４９】
　下部突出部１４１は、下部コーン１４０が第２コンテナ３２０の上部角金３２１に挿入
される場合、第２コンテナ３２０の上部角金３２１の内部下部面に接触して、コンテナ結
束装置１００を支持して安定して直立可能にし、ベース部１１１の上部が上部角金３２１
の上部に一部突出すように支持することができる。
【００５０】
　上部突出部１３１は、上部コーン１３０が第１コンテナ３１０の下部角金３１２に挿入
される場合、第１コンテナ３１０の下部角金３１２の内部上部面に押し当てられて、コン
テナ結束装置１００が締結されていない状態でも、コンテナが傾いたり、振動あるいは衝
撃によりコンテナ結束装置１００が定められた位置から外れたりしないようにすることが
できる。
【００５１】
　図７を参照すると、ベース部１１１の上部角及び下部角は、周りに沿って面取りされる
ことができる。これにより、ベース部１１１は、下部角金３１２の結合孔１３１２及び上
部角金３２１の結合孔１３２１に円滑に挿入されることができる。
【００５２】
　図４～図５を参照すると、本コンテナ結束装置１００は、連結部１２０の周面に位置す
る回転係止部１２１、及び回転係止部１２１が挿入され、突出部１１２の周面に沿って形
成された回転係止溝１１４を含むことができる。
【００５３】
　図７を参照すると、回転係止部１２１は、回転係止溝１１４を貫通して連結部１２０に
連結されることができ、回転係止溝１１４は、突出部１１２の周面に沿って連結部１２０
の回転軸と垂直した平面上に位置することができ、９０度の角度を有するように形成され
ることができる。
【００５４】
　これにより、連結部１２０は、回転軸を中心として９０度ほど左右回転が可能であり、
連結部１２０が回転するにつれて上部コーン１３０及び下部コーン１４０が回転すること
ができる。
【００５５】
　つまり、図８を参照すると、連結部１２０は、上部コーン１３０が第１コンテナ３１０
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の下部角金３１２の結合孔１３１２に挿入され、下部コーン１４０が第２コンテナ３２０
の上部角金３２１の結合孔１３２１に挿入された状態で、結合孔１３１２、１３２１から
分離不可能なロック位置と結合孔１３１２、１３２１から分離可能な解除位置との間で回
転可能である。
【００５６】
　例示として、図９に示すように、上部コーン１３０及び下部コーン１４０を解除位置か
らロック位置に回転させるために、使用者が棒状の道具を前面孔２３１２、２３２１を通
じて挿入させて、上部コーン１３０または下部コーン１４０の位置側部を押して回転させ
ることができる。
【００５７】
　また、上部コーン１３０及び下部コーン１４０をロック位置から解除位置に回転させる
ために、使用者が棒状の道具を側面孔３３１２、３３２１を通じて挿入させて、上部コー
ン１３０または下部コーン１４０の位置側部を押して回転させることができる。
【００５８】
　図１０を参照して、本発明の第１実施例による締結固定部１５０について説明する。
【００５９】
　締結固定部１５０は、本コンテナ結束装置１００を第２コンテナ３２０の上部角金３２
１及び第１コンテナ３１０の下部角金３１２に締結した後、上部角金３２１または下部角
金３１２の前面孔２３１２、２３２１に挿入固定して、上部コーン１３０または下部コー
ン１４０が回転しないように固定する役割をする。
【００６０】
　締結固定部１５０は、長方形状の前面板１５１、前面板１５１の両端部でそれぞれ延長
形成され、内側方向に折り曲げて形成された第１傾斜板１５２及び第２傾斜板１５３、第
１傾斜板１５２で延長形成され、内側方向に前面板１５１と平行に折り曲げて形成された
第１後面板１５４、第２傾斜板１５３で延長形成され、内側方向に前面板１５１と平行に
折り曲げて形成された第２後面板１５５、及び第１後面板１５４及び第２後面板１５５の
外側面にそれぞれ位置し、逆「Ｌ」字状で折り曲げ形成された折り曲げ固定部１５７を含
むことができる。
【００６１】
　上述した内側方向とは、締結固定部１５０の内側面が位置する方向であることができる
。
【００６２】
　締結固定部１５０は、後面板１５４、１５５で前面板１５１にいくほど幅が狭くなるよ
うに形成され、例えば、台形状であることができる。
【００６３】
　図１３を参照すると、前面板１５１から後面板１５４、１５５までの距離Ｌは、下記の
［数式１］を満たすことができる。
　［数式１］
　　Ｂ＜Ｌ≦Ａ
　Ｌ：前面板から後面板までの距離
　Ａ：ロック位置に回転された上部コーンまたは下部コーンから上部角金または下部角金
の前面部内側面までの距離
　Ｂ：解除位置に回転された上部コーンまたは下部コーンから上部角金または下部角金の
前面部内側面までの距離
【００６４】
　これにより、締結固定部１５０が上部角金３２１または下部角金３１２の前面孔２３１
２、２３２１に固定される場合、前面板１５１が上部コーン１３０または下部コーン１４
０の一側面に接触し、後面板１５４、１５５が上部角金３２１または下部角金３１２の内
側面に接触して、上部コーン１３０及び下部コーン１４０が回転しないように固定される
ことができる。
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【００６５】
　締結固定部１５０は、所定の弾性力を有する材質で製作され、後述するグリップ部１５
６に力を加えて形を変形させて、上部角金３２１または下部角金３１２の前面孔２３１２
、２３２１に挿入した後、力を除去して最初の形に戻り、前面孔２３１２、２３２１に固
定されることができる。
【００６６】
　図１１を参照すると、締結固定部１５０は、下部角金３１２の前面孔２３１２に固定さ
れることができる。
【００６７】
　つまり、締結固定部１５０は、第１コンテナの下部角金３１２の前面孔２３１２を通じ
て挿入された後、第１後面板１５４及び折り曲げ固定部１５７または第２後面板１５５及
び折り曲げ固定部１５７によって「コ」字状で形成され、「コ」字状が下部角金３１２の
前面孔２３１２に固定されることができる。しかし、これに限定されるものではなく、締
結固定部１５０は、第２コンテナ上部角金３２１の前面孔２３２１に固定されることもで
きる。
【００６８】
　図１３を参照すると、折り曲げ固定部１５７の一側端部から折り曲げられた部分までの
距離Ｍは、下記の［数式２］を満たすことができる。
　［数式２］
　　Ｃ≦Ｍ＜（Ｃ＋Ｄ）
　Ｍ：折り曲げ固定部の一側端部から折り曲げられた部分までの距離
　Ｃ：上部角金または下部角金の前面孔の厚さ
　Ｄ：ロック位置に回転された上部コーンまたは下部コーンと解除位置に回転された上部
コーンまたは下部コーンから上部角金または下部角金の前面部内側面までの距離の差異
【００６９】
　これにより、締結固定部１５０が第１コンテナの下部角金３１２の前面孔２３１２に強
固に固定されることができる。
【００７０】
　図１２を参照すると、第１後面板１５４及び第２後面板１５５は、端部が外側方向に折
り曲げて形成されたグリップ部１５６を含むことができる。
【００７１】
　上述した外側方向とは、締結固定部１５０の外側面が位置する方向であることができる
。
【００７２】
　また、グリップ部１５６を使用者が内側方向に加圧することで、第１傾斜板１５２及び
第２傾斜板１５３が前面板１５１に接触した部分を中心として内側方向に収縮して角金３
１２、３２１の前面孔２３１２、２３２１に円滑に挿入されることができる。
【００７３】
　図１４及び図１５を参照して、本発明の第２実施例による締結固定部１５０について説
明する。
【００７４】
　本発明の第２実施例による締結固定部１５０は、前面板１５１に結合され、「コ」字状
で形成され、上部コーン１３０の上部突出部１３１に挿入され、上部コーン１３０の上部
に下部面が接触されるコーン架け部１５９をさらに含むことができる。
【００７５】
　本発明の第２実施例による締結固定部１５０が上部角金３２１の前面孔２３２１に固定
される場合、コーン架け部１５９が上部突出部１３１に挿入され、上部コーン１３０の上
部にコーン架け部１５９の下部面が接触して、締結固定部１５０が重力によって下部方向
に垂れることなく固定されることができる。
【００７６】
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　図１６及び図１７を参照して、本発明の第３実施例による締結固定部１５０について説
明する。
【００７７】
　本発明の第３実施例による締結固定部１５０は、本コンテナ結束装置１００を第２コン
テナ３２０の上部角金３２１及び第１コンテナ３１０の下部角金３１２に締結した後、上
部角金３２１または下部角金３１２の側面孔３３１２、３３２１に挿入固定して、上部コ
ーン１３０または下部コーン１４０が回転しないように固定する役割をする。
【００７８】
　そのため、本発明の第３実施例による締結固定部１５０は、前面板１５１に結合され、
「コ」字状で形成され、上部コーン１３０または下部コーン１４０が挿入されるコーン挿
入部１５８をさらに含むことができる。
【００７９】
　つまり、本発明の第３実施例による締結固定部１５０が上部角金３２１または下部角金
３１２の側面孔３３１２、３３２１に固定される場合、コーン挿入部１５８に上部突出部
１３１の下部に位置した上部コーン１３０または下部突出部１４１の上部に位置した下部
コーン１４０が挿入されて、上部コーン１３０及び下部コーン１４０が回転しないように
固定されることができる。
【００８０】
　締結固定部１５０は、外周面がコンテナと異なる色で塗装することができる。
【００８１】
　これにより、複数個のコンテナが積層された場合、本コンテナ結束装置１００によって
締結された部分と締結されていない部分を容易に区分可能な長所がある。
【００８２】
　例示として、コンテナは、全体的にオレンジ色で塗装することができ、締結固定部１５
０は、青色で塗装することができる。このように、コンテナと締結固定部１５０は、補色
関係の色でそれぞれ塗装することができる。
【００８３】
　これにより、締結固定部１５０は、コンテナの角金に挿入固定された場合、コンテナの
色相と対比されて、色相がより明らかで鮮明に見えることができる。
【００８４】
　上述した本願の説明は、例示のためのものであり、本願が属する技術分野の通常の知識
を持った者は、本願の技術的思想や必須的な特徴を変更せずに他の具体的な形態に容易に
変形可能なことが理解できるであろう。従って、以上で記述した実施例は、全ての面で例
示的なものであり、限定的ではないと理解すべきである。例えば、単一型で説明されてい
る各構成要素は、分散して実施してもよく、同様に、分散して説明されている構成要素も
、結合した形態で実施してもよい。
【００８５】
　本願の範囲は、上記詳細な説明よりも後述する特許請求の範囲によって表され、特許請
求の範囲の意味及び範囲、並びにその均等概念から導出される全ての変更又は変形された
形態が本願の範囲に含まれると解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００８６】
　１００　コンテナ結束装置、１１０　ハウジング、１１１　ベース部、１１２　突出部
、１１３　貫通孔、１１４　回転係止溝、１２０　連結部、１２１　回転係止部、１３０
　上部コーン、１３１　上部突出部、１４０　下部コーン、１４１　下部突出部、１５０
　締結固定部、１５１　前面板、１５２　第１傾斜板、１５３　第２傾斜板、１５４　第
１後面板、１５５　第２後面板、１５６　グリップ部、１５７　折り曲げ固定部、１５８
　コーン挿入部、１５９　コーン架け部、３００　コンテナ、３０１　下部パネル、３０
２　上部パネル、３０３　側面パネル、３０４　前面パネル、３０５　後面パネル、３０
６　上部角金、３０７　下部角金、３１０　第１コンテナ、３１１　上部角金、３１２　
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下部角金、１３１２　結合孔、２３１２　前面孔、３３１２　側面孔、３２０　第２コン
テナ、３２１　上部角金、１３２１　結合孔、２３２１　前面孔、３３２１　側面孔、３
２２　下部角金。
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